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「
お
そ
く
と
も
、
平
成
　
年
４

月
１
日
を
合
併
の
時
期
と
想
定
し

て
、
協
議
を
進
め
る
こ
と
で
異
議

は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

ゆ
っ
く
り
大
き
な
声
で
委
員
に

問
い
か
け
る
原
田
慎
太
郎
新
会

長
。「

異
議
な
し
」

委
員
全
員
の
声
が
ピ
タ
リ
と
一

致
し
ま
し
た
。

こ
の
時
期
が
決
定
す
る
ま
で
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
提
案
が

あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例

に
関
す
る
法
律
、
い
わ
ゆ
る
合
併

特
例
法
の
期
限
が
平
成
　
年
３
月

31
日
で
あ
る
こ
と
。
次
に
、
事
務

に
必
要
な
期
間
が
約
３
年
は
必
要

で
あ
る
こ
と
。
最
近
の
合
併
の
例

を
み
る
と
、
任
意
協
議
会
発
足
か

ら
合
併
ま
で
約
３
年
か
か
っ
て
い

る
こ
と
、
な
ど
。

さ
ら
に
議
員
任
期
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
ま
し

た
。「

長
年
議
員
と
し
て
合
併
に
携

わ
っ
て
き
た
が
、
選
挙
の
度
に
合

併
論
議
が
と
ん
挫
。
新
し
い
議
員

は
ま
た
一
か
ら
合
併
を
勉
強
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
」

宗
像
市
と
玄
海
町
の
議
員
任
期

は
、
平
成
15
年
４
月
。
と
い
う
わ

け
で
、「
統
一
地
方
選
挙
ま
で
に

は
」
で
、
意
見
が
一
致
し
た
形
で

す
。合

併
の
形
態
は
、
対
等
に
合
併

す
る
新
設
合
併
を
想
定
し
て
協
議

す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
宗
像
地
区
の
ほ
か
の

町
村
が
協
議
会
に
参
加
し
や
す
く

す
る
た
め
、
と
い
う
の
が
大
き
な

理
由
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
新
設
合

併
で
準
備
を
進
め
て
お
け
ば
、
編

入
合
併
、
い
わ
ゆ
る
吸
収
合
併
に

移
行
す
る
こ
と
は
容
易
、
な
ど
の

理
由
も
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

合
併
の
可
否
を
決
定
す
る
時
期

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
を
考
慮

し
た
上
で
、
事
務
局
が
８
月
の
協

議
会
に
提
案
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

原
田
会
長
は
協
議
会
冒
頭
の
あ

い
さ
つ
の
中
で
、「
住
民
発
議
に

よ
る
協
議
会
は
、
非
常
に
重
要
な

も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
協
議
会
は
、
責
任
を
も
っ
て

進
め
て
い
き
た
い
」
と
こ
ん
ご
の

協
議
会
の
運
営
に
積
極
的
な
姿
勢

を
見
せ
ま
し
た
。

一
方
で
、
宗
像
地
区
の
全
体
合

併
に
つ
い
て
も
、「
就
任
の
あ
い

さ
つ
で
各
町
村
を
回
り
、
宗
像
一

体
の
合
併
に
つ
い
て
、
テ
ー
ブ
ル

に
着
い
て
も
ら
え
そ
う
な
い
い
感

触
だ
っ
た
」
こ
と
を
報
告
し
ま
し

た
。原

田
新
会
長
は
、
５
月
21
日
の

宗
像
市
長
選
の
結
果
、
５
月
29
日

に
宗
像
市
長
に
就
任
。
こ
れ
に
と

も
な
い
事
前
に
、
原
田
市
長
と
玄

海
町
の
木
村
久
生
町
長
の
間
で
話

し
合
い
が
も
た
れ
、
合
併
協
議
会

の
新
会
長
に
原
田
市
長
が
就
く
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

第２号�

合
併
協
議
会
で
方
向
性
決
定

平
成
15
年
４
月
１
日
、
宗
像
市
と
玄
海
町
が
対
等
に
合
併
す
る
こ

と
を
想
定
し
て
協
議
を
進
め
る
こ
と
が
６
月
20
日
、
第
２
回
合
併
協

議
会
で
決
ま
り
ま
し
た
。
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の

期
限
な
ど
を
に
ら
ん
で
の
合
併
時
期
の
決
定
。
協
議
会
で
は
こ
の
ほ

か
、
傍
聴
の
取
扱
い
や
合
意
の
方
法
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

─１─

原
田
慎
太
郎
宗
像
市
長
が
、
合
併
協
議
会
の
新
会
長
に
就
任
。
合

併
協
議
会
の
こ
ん
ご
の
進
め
方
に
つ
い
て
、「
責
任
を
も
っ
て
進
め
る
」

と
発
言
し
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
福
間
町
、
津
屋
崎
町
、
大
島
村
の

各
首
長
に
も
、
宗
像
地
区
の
全
体
合
併
に
つ
い
て
働
き
か
け
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

合併協議会会長

原田 慎太郎

「
協
議
会
は
責
任
を
も
っ
て
継
続
」
―
―
原
田
新
会
長
あ
い
さ
つ
―
―

平
成
　
年
７
月
に
改
正
さ
れ
た

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
」
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

【
財
政
措
置
】

〈
合
併
特
例
地
方
債
と
地
方
交
付
税
措

置
〉新

市
総
合
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
、

特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
は
、

合
併
特
例
地
方
債
で
事
業
費
の
95
％

ま
で
借
り
入
れ
で
き
ま
す
。
そ
の
う

ち
概
ね
65
％
を
地
方
交
付
税
と
し
て

国
が
お
金
を
出
し
て
く
れ
ま
す
。

図
１
を
見
て
く
だ
さ
い
。
た
と
え

ば
10
億
円
の
事
業
を
行
っ
た
場
合
、

借
り
入
れ
利
子
を
除
く
と
、
国
が
約

６
億
６
５
０
０
万
円
を
出
し
て
く
れ

ま
す
。

残
り
約
３
億
３
５
０
０
万
円
は
新

市
が
出
す
わ
け
で
す
が
、
そ
の
う
ち

約
２
億
８
５
０
０
万
円
ま
で
が
実
質

の
借
入
金
で
す
。

つ
ま
り
、
約
５
０
０
０
万
円
あ
れ

ば
、
10
億
円
の
事
業
が
で
き
る
わ
け

で
す
。

〈
地
方
交
付
税
の
合
併
算
定
替
〉

（
原
則
）

▽
本
来
合
併
す
る
と
効
率
的
な
行
政

が
で
き
る
の
で
、
経
費
節
減
が
可
能

に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
国
か
ら

も
ら
え
る
地
方
交
付
税
は
減
少
し
ま

す
。

（
特
例
）

図
２
を
見
て
く
だ
さ
い
。
経
費
節

減
は
合
併
後
直
ち
に
で
き
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
合
併
後

10
年
間
は
各
市
町
村
の
合
併
前
の
地

方
交
付
税
額
の
合
計
を
も
ら
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

そ
の
後
５
年
間
で
段
階
的
に
減
額

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

【
議
会
議
員
の
定
数
と
任
期
】

〈
新
設
合
併
の
場
合
〉

（
原
則
）

▽
合
併
関
係
市
町
村
の
議
員
は
全
員
、

そ
の
身
分
を
失
い
ま
す
。

▽
法
に
定
め
ら
れ
た
定
数
の
議
員
選

挙
を
行
い
、
任
期
は
４
年
。

（
特
例
）

次
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▽
合
併
後
最
初
の
選
挙
で
は
、
そ
の

任
期
に
限
り
、
法
定
数
の
２
倍
の
議

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
全
議
員
は
引
き
続
き
、
２
年
以
内

在
任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
編
入
合
併
〉

（
原
則
）

▽
編
入
す
る
市
町
村
の
議
員
は
そ
の

ま
ま
在
籍
。
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の

議
員
は
、
そ
の
身
分
を
失
い
ま
す
。

▽
任
期
は
、
編
入
す
る
市
町
村
の
議

員
の
任
期
と
な
り
ま
す
。

（
特
例
）

次
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▽
合
併
後
最
初
の
選
挙
で
は
、
人
口

に
応
じ
て
議
員
定
数
を
増
や
し
、
編

入
さ
れ
る
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
選

挙
区
を
設
定
。
そ
の
選
挙
区
に
定
数

を
配
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
編
入
す
る
市
町
村
の
議

員
の
残
っ
て
い
る
任
期
の
期
間
か
、

合
併
後
最
初
の
一
般
選
挙
で
選
ば
れ

る
議
員
の
任
期
に
限
り
ま
す
。

▽
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
議
員
は
、

編
入
す
る
市
町
村
の
議
員
の
残
任
期

間
と
同
じ
期
間
、
在
任
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

【
地
方
交
付
税
】
国
が
地
域
間
に
お
け

る
税
財
源
の
か
た
よ
り
を
な
く
す
た

め
に
、
地
方
公
共
団
体
に
使
い
道
を

特
定
せ
ず
に
交
付
す
る
お
金
。

【
地
方
債
】
事
業
を
行
う
た
め
に
国
や

金
融
機
関
か
ら
借
り
入
れ
た
お
金
。
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原
則
、
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
合
併
協
議
会
。
そ
の
上
で
第

１
回
協
議
会
で
は
、「
自
由
な
発

言
が
で
き
る
よ
う
に
」
と
傍
聴
規

定
の
作
成
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
し

た
。こ

れ
を
受
け
た
第
２
回
協
議
会

で
は
、
事
務
局
が
傍
聴
規
定
案
を

提
示
。
委
員
全
員
の
一
致
で
了
承

さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
は
原
則
、
次
の
と
お
り

行
わ
れ
ま
す
。
傍
聴
希
望
者
は
、

直
接
会
場
に
来
て
く
だ
さ
い
。
予

約
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
時

間
や
場
所
な
ど
詳
細
は
、
事
務
局

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
開
催
日
〉

協
議
会
は
、
原
則
と
し
て
毎
月
第

４
火
曜
日

〈
開
催
時
間
〉

午
後

〈
開
催
場
所
〉

宗
像
市
役
所
ま
た
は
玄
海
町
役
場

〈
傍
聴
の
手
続
き
〉

①
受
付
は
、
会
議
開
始
の
15
分
前

に
行
い
ま
す
。
先
着
順
で
す
。

た
だ
し
、
そ
の
時
点
で
定
員

を
超
え
た
時
は
、
抽
選
に
な
り

ま
す
。

②
傍
聴
が
認
め
ら
れ
た
人
は
、
受

付
時
に
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢

を
所
定
の
用
紙
に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

〈
注
　
意
〉

▽
協
議
会
は
原
則
公
開
で
す
が
、

協
議
内
容
に
よ
っ
て
は
急
き
ょ

非
公
開
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。協

議
会
と
小
委
員
会
の
公

開
、
非
公
開
は
、
可
能
な
限
り

協
議
会
終
了
後
、
次
回
分
を
判

断
し
ま
す
。
公
開
、
非
公
開
は
、

出
席
委
員
の
２
分
の
１
以
上
を

も
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

▽
下
駄
な
ど
を
履
い
て
い
る
人

や
、
会
議
を
妨
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
ら
は
、

傍
聴
を
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

玄
海
町
鐘
崎
は
、
日
本
海
沿
岸
の
海
女
の
発
祥
地
。
鐘

崎
海
女
の
昭
和
初
期
の
漁
法
の
紹
介
や
使
っ
て
い
た
用
具

類
を
中
心
に
展
示
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
玄
海
町
民
俗
資

料
館
で
す
。

玄
海
町
の
豊
か
な
自
然
と
共
に
生
き
た
先
人
た
ち
。
同

資
料
館
で
は
、
彼
ら
の
日
々
の
仕
事
や
暮
ら
し
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
知
恵
と
工
夫
に
あ
ふ
れ
る
道
具
や
用
具
類
約
１

万
点
を
所
蔵
。
そ
の
う
ち
約
４
０
０
点
を
常
時
展
示
し
て

い
ま
す
。

●
開
館
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
。
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で

●
休
館
日

月
曜
日（
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
、そ
の
翌
日
）。

年
末
年
始
は
、
12
月
28
日
〜
翌
年
１
月
４
日

●
入
館
料
金

中
学
生
以
上
２
０
０
円
。
15
人
以
上
の
団
体
は
、

１
８
０
円
。

健
康
・
福
祉
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
本
館
（
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
女
性
セ
ン
タ
ー
）、
心
身
障
害
児
通
園
施
設
「
の

ぞ
み
園
」、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
の
４
棟
か
ら
な
る
複
合
施
設
で
、
市
の
総
合
計
画

の
柱
の
ひ
と
つ
「
生
き
が
い
の
あ
る
高
福
祉
都
市
づ
く
り
」

の
拠
点
で
す
。

す
べ
て
の
市
民
が
健
康
、
生
き
が
い
、
ふ
れ
あ
い
を
享

受
で
き
る
よ
う
に
、
市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
保

健
・
福
祉
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

●
本
館
休
館
日

毎
月
第
１
土
曜
日
と
そ
れ
に
続
く
日
曜
日
。
年
末
年
始

は
、
12
月
29
日
〜
翌
年
１
月
３
日

─２─

宗�像� 玄�海�

＆�

■ここでは、宗像市と玄海町を

数字で見ていきます。

お互いのまちをもっと知り合

うためです。

�
�
�
�
�

会
議
開
始
の
15
分
前
に
受
け
付
け
を
始
め
る
な
ど
、
合

併
協
議
会
の
傍
聴
規
定
が
決
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
事

務
局
か
ら
示
さ
れ
た
案
を
委
員
全
員
が
了
承
し
た
も
の
で

す
。
両
市
町
の
こ
ん
ご
を
話
し
合
う
重
要
な
協
議
会
で
す
。

積
極
的
に
傍
聴
し
て
く
だ
さ
い
。

���
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���
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���
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第２回合併協議会の要点

第２回合併協議会では、次のようなことが決まりました。

■合意の方法
①議事は全会一致をもって進めることを原則とします。ただし、
十分な議論を尽くした上で意見が分かれた場合は、協議会にお
いては会長、小委員会においては委員長の判断により、出席委
員の３分の２以上をもって決定とします。
②協議会の運営に関する事項や、協議会の公開、非公開について
は、出席委員の２分の１以上をもって決定とします。

■会議録の作成と公開
協議会会議録は、要旨のみ記録を行い公開に当たっては発言者

の氏名は公表しません。

■資料提供の取り扱い
協議会資料は、会議次第のみ傍聴者に対し配布し、その他の資

料は閲覧資料とします。

■協議会開催日時
協議会の開催日は、原則毎月第４火曜日の午後に決まりました。
特別な事情がある場合は変更することがあります。

■その他
報告事項として次のことが協議会に報告され、確認されました。

▽幹事会規程
▽専門部会設置要領
▽予算事務規程
▽報酬及び費用弁償に関する規程

【第３回合併協議会】
第３回合併協議会は７月25日（火）、26日（水）、熊本県の中

球磨５ヶ町村合併協議会を視察しました。詳細については、次回
の「合併協議会だより」で、報告を予定しています。

〈第４回合併協議会〉
●日　　時　８月22日（火）午後１時30分
●場　　所　宗像市役所・第２委員会室
●協議内容　①小委員会の構成について

②全体スケジュール（案）

今後の合併協議会（予定）

玄
海
町
民
俗
資
料
館

（
郷
土
文
化
保
存
伝
習
施
設
）

メ
イ
ト
ム
宗
像

（
宗
像
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）


